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(57)【要約】
　ネットワークへの勧誘を提案するための方法である。
本方法は、複数の個人に対応する情報にアクセスするこ
とを含み、ネットワークの第１のユーザは、複数の個人
に関係付けられる。本方法はまた、複数の個人のうちの
いずれかが、第１のユーザとのネットワークに参加への
勧誘に値するかどうか判断することをも含む。判断は、
複数の個人に対応する情報に基づく。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークに参加するための勧誘を提案するための、コンピュータで実行される方法
であって、
　ネットワークの第１のユーザが、同ユーザと関係付けられている複数の個人に対応する
情報にアクセスすること、
　前記複数の個人のうちのいずれかが、前記第１のユーザとの前記ネットワークに参加す
るための勧誘に値するかどうかを判定することであって、前記複数の個人に対応する情報
に基づいて判定することと、を含む、コンピュータで実行される方法。
【請求項２】
　前記ネットワークの前記第１のユーザに対応する情報を取得することをさらに含む、
　請求項１に記載のコンピュータで実行される方法。
【請求項３】
　複数の個人に対応する情報への前記アクセスは、
　連絡先リストにアクセスすることをさらに含む、請求項１に記載のコンピュータで実行
される方法。
【請求項４】
　複数の個人に対応する情報への前記アクセスは、
　グローバル連絡先リストにアクセスすることをさらに含む、請求項１に記載のコンピュ
ータで実行される方法。
【請求項５】
　複数の個人に対応する情報への前記アクセスは、
　前記複数の個人に対応するアドレス可能情報にアクセスすることをさらに含む、請求項
１に記載のコンピュータで実行される方法。
【請求項６】
　複数の個人に対応する前記情報は、名前、電話番号、Ｅメールアドレス、およびＦａｃ
ｅｂｏｏｋ　ＩＤからなる群からさらに選択される、請求項１に記載のコンピュータで実
行される方法。
【請求項７】
　前記判定はさらに通話履歴に基づく、請求項１に記載のコンピュータで実行される方法
。
【請求項８】
　前記判定はさらに通信パターンに基づく、請求項１に記載のコンピュータで実行される
方法。
【請求項９】
　前記判定はさらに通信尺度に基づく、請求項１に記載のコンピュータで実行される方法
。
【請求項１０】
　前記通信尺度は、通話の持続時間、通話の時間、通話の回数、通話の場所、市外局番、
および通話のコストからなる群から選択される、請求項６に記載のコンピュータで実行さ
れる方法。
【請求項１１】
　前記ネットワークへの提案された勧誘を生成することをさらに含む、
　請求項１に記載のコンピュータで実行される方法。
【請求項１２】
　提案された勧誘のリストを前記第１のユーザに提示することをさらに含む、
　請求項１に記載のコンピュータで実行される方法。
【請求項１３】
　提案された勧誘の前記提示されたリスト内での個人の選択を許可することをさらに含む
、



(3) JP 2014-524214 A 2014.9.18

10

20

30

40

50

　請求項１２に記載のコンピュータで実行される方法。
【請求項１４】
　提案された勧誘のリストを前記第１のユーザに自動的に提示することをさらに含む、
　請求項１に記載のコンピュータで実行される方法。
【請求項１５】
　前記第１のユーザとの前記ネットワークに参加するための前記勧誘に値する、前記複数
の個人のうちの前記いずれかを自動的に勧誘することをさらに含む、
　請求項１に記載のコンピュータで実行される方法。
【請求項１６】
　デバイスであって、
　複数の個人に対応する情報にアクセスするように構成された情報アクセス機構であって
、ネットワークの第１のユーザが前記複数の個人に関係付けられている、情報アクセス機
構と、
　前記複数の個人のうちのいずれかが、前記ユーザとの前記ネットワークに参加するため
の勧誘に値するかどうかを判定するように構成された勧誘判定器であって、前記判定は複
数の個人に対応する前記情報に基づく、勧誘判定器と、
　を備える、デバイス。
【請求項１７】
　前記情報アクセス機構は、前記ネットワークの前記第１のユーザに対応する情報にアク
セスするようにさらに構成される、請求項１６に記載のデバイス。
【請求項１８】
　連絡先リストをさらに備える、
　請求項１６に記載のデバイス。
【請求項１９】
　提案された前記ネットワークへの勧誘を生成するように構成される勧誘生成器をさらに
備える、
　請求項１６に記載のデバイス。
【請求項２０】
　提案された勧誘のリストを前記第１のユーザに提示するように構成されるディスプレイ
をさらに備える、
　請求項１６に記載のデバイス。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　コンピューティングネットワーク環境において、ユーザはコンピューティングネットワ
ークの環境のサービスを経由して他の個人と通信することができる。しばしば、ユーザは
、ユーザが親しい関係を有する限定された数の個人とやりとりする。個人が現時点でその
サービスに登録していない場合、彼らがそのサービスのアクティブユーザとなる可能性は
低減する。
【発明の概要】
【０００２】
　本明細書に記載の方法は、複数の個人に対応する情報にアクセスすることを含み、ネッ
トワークの第１のユーザは複数の個人に関係付けられる。本方法はまた、複数の個人のい
ずれかが第１のユーザとのネットワーク参加への勧誘に値するかどうかを判定することを
も含む。この判断は、複数の個人に対応する情報に基づく。
【図面の簡単な説明】
【０００３】
【図１】図１は、本発明の実施形態に従う、デバイスの例を図示したものである。
【０００４】
【図２】図２は、本発明の実施形態に従う、デバイスの例を図示したものである。
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【０００５】
【図３】図３は、本発明の実施形態に従う、ネットワークに参加への勧誘を提案するため
の方法のフローチャートの例を図示したものである。
【０００６】
　本明細書において参照される図面は、明確に言及されない限り原寸どおりに描画されて
いないことが理解されるものとする。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　ここで、本発明の技術の実施形態を詳細に参照し、その例を添付の図面に示す。本技術
は種々の実施形態（複数可）とともに説明されるが、これらは本発明の技術をこれらの実
施形態に限定することを意図するものではないことが理解されるものとする。その逆に、
本発明の技術は、添付の請求項によって定義されるように、種々の実施形態の精神および
範囲内に含まれうる、代替物、変形物および同等物を網羅することを意図するものである
。
【０００８】
　さらに、以下の実施形態の説明において、数々の具体的な詳細の説明が本発明の技術の
完全な理解のために提供される。しかしながら、本発明の技術は、これらの具体的な詳細
を要することなしでも実践され得る。他の例においては、周知の方法、手順、コンポーネ
ント、および回路については、本発明の実施形態の態様を不必要に曖昧にすることのない
ように、詳細に説明されていない。
【０００９】
　通信サービス（例えば、モバイルビデオ呼び出しサービス）において、サービスのユー
ザは通常、特に親しい限定された数の人々とやりとりする（例えば、配偶者、親、子供、
等）。人々（例えば、配偶者、親、子供）がシステム上に登録されていない場合、モバイ
ル通話サービスのアクティブユーザとなるであろう見込みは低減する。
【００１０】
　これにしたがって、以下の考察は、このサービスを使用するように勧誘する個人のリス
トをユーザに提案することにより、人々が通信サービスに登録するであろう見込みをどの
ように増大させるかについて説明する。
【００１１】
　具体的には、以下の考察は、まずシステム１００の構成およびコンポーネントを説明す
る。次に本考察は、システム１００の使用中におけるシステム１００の構成およびコンポ
ーネントの機能性を説明する。
【００１２】
　図１は、デバイス１１０および随意的にサーバ１９０を備えるシステム１００を示す。
システム１００は、個人が互いに通信することを可能にする、あらゆるネットワークまた
は通信システムである。例えば、システム１００は、モバイルデバイスシステム、モバイ
ルビデオ呼び出しサービス等であることができる。
【００１３】
　デバイス１１０は、システム１００におけるユーザらの間の通信において容易にするこ
とができるあらゆるデバイスである。例えば、デバイス１１０は、パソコン（ＰＣ）、小
型電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、携帯電話、手持ち式モバイルデバイス、ユーザらの間
のビデオ会議のために構成されたあらゆるコンピューティングデバイス等であることがで
きるがこれに限定されない。一実施形態において、ユーザ１０５は、デバイス１１０を経
由してシステム１００を通じて別の個人と通信する。
【００１４】
　システム１００（具体的には、デバイス１１０）は、連絡先リスト１２０、情報アクセ
ス機構１３０、勧誘判定器１４０、勧誘生成器１５０、通話履歴１６０およびディスプレ
イ１７０を含む。
【００１５】
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　種々の実施形態において、デバイス１１０は、コンポーネント１２０～１６０のうちの
いくつかを含むか、またはそれらのいずれも含まない。例えば、コンポーネント１２０～
１６０のうちのいくつかまたはすべては、サーバ１９０等の別のデバイス内に配置される
。
【００１６】
　連絡先リスト１２０は、個人の姓名の集合またはリストである。言い換えると、連絡先
リスト１２０は、ユーザ１０５のためのアドレス帳である。例えば、連絡先リスト１２０
は、友人、隣人、雇用者、同僚、ユーザ１０５の親戚を含むがこれらに限定されない。
【００１７】
　連絡先リスト１２０は、ユーザ１０５のソーシャルネットワークまたはソーシャルグラ
フを形成するために利用されることができる。概して、ソーシャルグラフは個人間の関係
を説明する。
【００１８】
　一実施形態において、連絡先リスト１２０はグローバル連絡先リストである。例えば、
グローバル連絡先リストは、グローバル連絡先リスト内にリストアップされた複数の個人
に関連付けられた情報を含む。グローバル連絡先リストは、ソーシャルグラフ、ソーシャ
ルネットワークサイト、雇用者、仲間、ソーシャルグループ、教育機関等と関係付けられ
ることができる。
【００１９】
　情報１２５は、連絡先リスト１２０内にリストアップされた個人に対応する、または関
連付けられているあらゆる情報である。情報１２５は、あらゆる個人情報であることがで
きる。情報１２５は、名および姓、電話番号、Ｅメールアドレス、Ｆａｃｅｂｏｏｋ　Ｉ
Ｄ、スクリーンネーム、所在地住所等であることができるがこれに限定されない。さらに
は、情報１２５は、情報が連絡先リスト内の個人に送信され受信されることを許可するこ
とを容易にする、あらゆるアドレス可能情報であることができる。
【００２０】
　一実施形態において、連絡先リスト１２０は、システム１００にアクセス可能である。
例えば、ユーザ１０５は、システム１００が連絡先リスト１２０にアクセスすることを許
可する。
【００２１】
　情報アクセス機構１３０は、連絡先リスト１２０内にリストアップされた個人に対応す
る情報（例えば、情報１２５）にアクセスするように構成される。
【００２２】
　一実施形態において、情報アクセス機構１３０は、ユーザ１０５に対応する情報にアク
セスするようにも構成される。ユーザ１０５に対応する情報は、名および姓、電話番号、
Ｅメールアドレス、Ｆａｃｅｂｏｏｋ　ＩＤ、スクリーンネーム、所在地住所等であるこ
とができるがこれに限定されない。この情報は、登録時に、システム１００にログインす
るか指示されることにより、ユーザによって提供されることができる。
【００２３】
　勧誘判定器１４０は、連絡先リスト１２０にリストアップされている個人のいずれかが
、ユーザ１０５とのネットワーク１００の参加への勧誘に値するかどうかを、情報１２５
に基づいて判定するように構成される。
【００２４】
　勧誘生成器１５０は、ネットワーク１００への勧誘提案を生成するように構成される。
例えば、勧誘生成器１５０は、ネットワーク１００のサービスを使用することを勧誘する
ように、提案されたユーザらのリストを生成するように構成される。
【００２５】
　通話履歴１６０は、ユーザ１０５と他の個人との間の通信についての情報を記憶するよ
うに構成される。例えば、通話の持続時間、通話の時間、および通話のエリア等の、申し
込まれた通話および受信された通話に対応するあらゆる情報であるがこれらに限定されな
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い。
【００２６】
　ディスプレイ１７０は、ユーザ１０５に情報を表示するように構成される。
【００２７】
　ここで、システム１００の使用中におけるシステム１００の構成およびコンポーネント
の機能性について説明する。具体的には、ネットワーク（例えば、モバイルビデオ呼び出
しサービス）への参加の勧誘を提案することについて説明する。本考察は図１および図２
を参照する。図２は、デバイス２１０の一実施形態を図示し、これはデバイス１１０に類
似する。
【００２８】
　種々の実施形態において、ユーザ１０５は、デバイス１１０を経由してシステム１００
を通じて個人（例えば、配偶者、親、子供、等）と通信する。例えば、ユーザ１０５は、
システム１００のモバイルビデオ呼び出しサービスの登録ユーザである。よって、ユーザ
１０５は連絡先リスト１２０上の個人のうちの何人かまたはすべてとビデオ通話すること
ができる。
【００２９】
　いくつかの実施形態において、連絡先リスト１２０上にリストアップされている個人は
、モバイルビデオ呼び出しサービスの登録ユーザでないことがある。よって、システム１
００内のコンポーネントは、連絡先リスト１２０上にリストアップされている個人がモバ
イルビデオ呼び出しサービスに登録するであろう見込みを増大させることを容易にするた
めに利用される。
【００３０】
　したがって、情報アクセス機構１３０が連絡先リスト１２０の情報１２５にアクセスす
る。連絡先リスト１２０とはユーザ１０５の連絡先リストであることに留意されたい。一
実施形態において、情報アクセス機構１３０は、姓名、電話番号、国、Ｅメールアドレス
、およびＦａｃｅｂｏｏｋ　ＩＤ等のユーザ１０５に対応する情報にアクセスする。
【００３１】
　勧誘判定器１４０は、連絡先リスト１２０上にリストアップされている個人のうちのい
ずれかが、モバイル通話サービスに参加するための勧誘に値するかどうかを判定する。判
定は個人に対応する情報２５に基づく。
【００３２】
　この判定は、さまざまな方途で達成されることができる。概して、個人がユーザ１０５
についての該当する連絡先である場合、個人は勧誘に値する。いくつかの実施形態におい
て、ユーザ１０５の該当する連絡先とは、ユーザ１０５がモバイルビデオ呼び出しサービ
スを経由して典型的にやりとりする個人である。もっとも関連する連絡先は、配偶者、親
、子供、親友等のユーザ１０５が親しい関係を有する個人であることができる。
【００３３】
　個人は、姓に基づいて該当する連絡先であることができる。例えば、ユーザ１０５の姓
がＳｍｉｔｈであり、連絡先リスト１２０内の個人の姓もまたＳｍｉｔｈである場合、連
絡先リスト１２０内のＳｍｉｔｈを姓に持つ個人（複数可）は、モバイル通話サービスに
参加への勧誘に値し得る。
【００３４】
　別の例では、連絡先リスト１２０内で「お気に入り」またはその類として指定されてい
る個人は、モバイルビデオ呼び出しサービスに参加するための勧誘に値し得る。
【００３５】
　通話履歴１６０は、連絡先リスト１２０上にリストアップされている個人が、モバイル
ビデオ呼び出しサービスに参加への勧誘に値するかどうかを判定することを容易にするた
めに利用されることができる。例えば、ユーザ１０５によって頻繁に電話がかけられる個
人（複数可）か、またはユーザ１０５に頻繁に電話をかける個人は、モバイル通話サービ
スに参加への勧誘に値する。別の例では、ユーザ１０５と電話で長く会話する個人は、モ
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バイル通話サービスに参加するための勧誘に値する。
【００３６】
　連絡先リスト１２０上にリストアップされている個人が、モバイル通話サービスに参加
するための勧誘に値するかどうかを判定するために、通話履歴１６０に由来する種々の他
の尺度または閾値を利用することができる。例えば、かかる尺度／閾値は、通話の時間、
種々の通話パターン、発信されたおよび／または受信された通話の市外局番、発信された
および／または受信された通話の国等を含み得る。
【００３７】
　モバイル通話サービスに参加への勧誘に少なくとも１人の個人が値するかどうかの判定
に応じて、勧誘生成器１５０は、モバイル通話サービスへの提案された勧誘を生成する。
例えば、個人ＡおよびＢがモバイル通話サービスに参加への勧誘に値すると見なされた場
合、勧誘生成器１５０は個人ＡおよびＢの提案された勧誘を生成する。言い換えると、勧
誘生成器１５０は、モバイル通話サービスに参加するように勧誘されることになる個人Ａ
およびＢを含むユーザらの提案されたリストを生成する。
【００３８】
　提案された勧誘一覧は、さまざまな方途でユーザ１０５に提示されることができる。例
えば、ユーザ１０５は、業務取引のＥメール（例えば、サービスへの歓迎Ｅメール）、販
売促進のＥメール（例えば、ニュースレター、告知等）を受信することができる。
【００３９】
　一実施形態において、勧誘するユーザらの提案されたリストは、モバイルアプリケーシ
ョンを経由して提示される。例えば、図２を参照して、提案された勧誘は、ディスプレイ
１７０上に提示される。具体的には、（モバイルビデオ呼び出しサービスに参加への勧誘
に値すると判定された）Ｊｏｅ　Ｕｓｅｒ、Ａｍａｎｄａ　ＭａｒｔｉｎおよびＨｅｎｒ
ｙ　Ａｎｄｒｅｗｓは、デバイス２１０のディスプレイ２７０上に提示される。
【００４０】
　かかる実施形態において、ユーザ１０５は、「勧誘する」タブ内の「勧誘を表示する」
を選択する選択肢を示される。「勧誘を表示する」の選択肢が選択されると、提案された
勧誘のリストがディスプレイ２７０上に提示される。
【００４１】
　加えて、一実施形態において、ユーザ１０５は、どの個人が勧誘されるかを選ぶ選択肢
を提供される。図２に示されるように、Ａｍａｎｄａ　ＭａｒｔｉｎおよびＨｅｎｒｙ　
Ａｎｄｒｅｗｓが選択されている。これにしたがって、彼らに勧誘が送信される。
【００４２】
　勧誘は、さまざまな方途で送信される。勧誘は、Ｅメール、ショートメッセージサービ
ス（ＳＭＳ）、またはソーシャルネットワークサイト（例えば、Ｆａｃｅｂｏｏｋ）を経
由して送信されることができる。例えば、図２は、「Ｅメール経由で勧誘する」、「ＳＭ
Ｓ経由で勧誘する」、および「Ｆａｃｅｂｏｏｋ上で推薦する」の選択肢を提示されたユ
ーザ１０５を示す。
【００４３】
　図３は、ネットワークに参加するための勧誘を提案するための方法３００の一実施形態
を図示する。種々の実施形態において、方法３００は、コンピュータによって可読のおよ
びコンピュータによって実行可能な命令の制御下において、プロセッサおよび電子部品に
よって実施される。コンピュータによって可読のおよびコンピュータによって実行可能な
命令は、例えば、コンピュータによって使用可能な揮発性および不揮発性メモリ等の非一
時的なデータ記憶媒体の中に存在する。しかしながら、コンピュータによって可読のおよ
びコンピュータによって実行可能な命令は、あらゆる種類のコンピュータによって可読の
データ記憶媒体の中に存在し得る。いくつかの実施形態において、方法３００は、図１お
よび図２において説明されるように、システム１００内のコンポーネントによって行われ
る。
【００４４】
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　方法３００の３１０で、複数の個人に対応する情報がアクセスされ、ネットワークの第
１のユーザは複数の個人に関係付けられる。
【００４５】
　一実施形態において、３１２で、ユーザ１０５の連絡先リスト１２０がアクセスされる
。別の実施形態において、３１４で、グローバル連絡先リストがアクセスされる。さらな
る実施形態において、３１６で、複数の個人に対応するアドレス可能情報（例えば、Ｅメ
ールアドレス、Ｆａｃｅｂｏｏｋ　ＩＤ、スクリーンネーム、所在地住所等）がアクセス
される。
【００４６】
　３２０で、複数の個人のうちのいずれかが第１のユーザとのネットワークに参加するた
めの勧誘に値するかどうかが判定され、この判定は複数の個人に対応する情報に基づく。
例えば、勧誘判定器１４０は、連絡先リスト１２０上にリストアップされている個人のう
ちのいずれかがユーザ１０５とのモバイル通話サービスに参加するための勧誘に値するか
どうかを判定する。かかる例において、勧誘判定器１４０は、連絡先リスト１２０内のど
の連絡先が最も該当する連絡先であるか、よってユーザ１０５とのネットワークに参加へ
の勧誘に値するかどうかの判定を容易にするために、情報１２５（例えば、個人識別情報
）を分析する。
【００４７】
　種々の実施形態において、判定は通話履歴または通話履歴に由来する情報に基づく。例
えば、遠方の市外局番またはユーザ１０５と異なる国にいる個人は、ネットワークに参加
への勧誘に値するということが判定される。ネットワークは、モバイルアプリケーション
を経由して使用される無料のモバイルビデオ呼び出しサービスであることができる。その
結果、ユーザ１０５およびユーザ１０５から遠く離れた個人が、モバイルビデオ呼び出し
サービスを通して無料で通信することができる。
【００４８】
　別の実施形態において、判定は通信パターンまたは尺度に基づく。例えば、２０分を超
える通話持続時間によって平日の朝に連絡された個人は、ネットワークに参加への勧誘に
値し得る。別の例では、ユーザ１０５によって最も頻繁に連絡される上位５人の個人は、
ネットワークに参加への勧誘に値し得る。
【００４９】
　３３０で、ネットワークへの提案された勧誘が生成される。例えば、勧誘生成器１５０
は、モバイルビデオ呼び出しサービスを使用するか、またはこれに登録するように勧誘す
るための、ユーザ１０５の最も該当する連絡先のリストを生成する。
【００５０】
　３４０で、提案された勧誘のリストが提示される。例えば、提案された勧誘のリストが
ディスプレイ２７０上に表示される。
【００５１】
　一実施形態において、３４５で、提案された勧誘の提示されたリスト内の個人の選択が
許可される。例えば、ユーザ１０５は、提示されたリスト内のどの個人が勧誘されるかを
選択することができる。具体的には、図２を参照して、２人の個人が勧誘されるように選
択される。提示されたリスト内のすべて個人が勧誘されるか、またはどの個人も勧誘され
ないことができるということが理解されるものとする。
【００５２】
　３５０で、提案された勧誘のリストは、第１のユーザに自動的に提示される。例えば、
勧誘生成器１５０によって生成された、提案された勧誘は、ユーザ１０５に自動的に提示
される。
【００５３】
　３６０で、第１のユーザとのネットワークに参加するための勧誘に値する複数の個人の
うちのいずれかが自動的に勧誘される。例えば、ネットワークに参加するための勧誘に値
したと見なされる個人は、自動的に勧誘される。かかる例においては、ユーザ１０５は、
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どのユーザらが勧誘されることになるか選択することを指示されない。
【００５４】
　本発明の種々の実施形態はこのように説明される。本発明は特定の実施形態において説
明されたが、本発明は、かかる実施形態によって制限されるものとは解釈されず、下記の
請求項にしたがって解釈されるということが理解されるものとする。
【００５５】
　当業者は、本明細書に記載の方法のステップは、プロセッサを含むがこれに限定されな
いハードウエア、少なくともキーボード、マウス、スキャナ、カメラを備える入力デバイ
ス、少なくともモニタ、プリンタを備える出力デバイスによって実施され得ることを理解
するであろう。本方法のステップは、必要に応じて適切なデバイスを用いて実施される。
例えば、判定ステップは、判定アルゴリズムを実装することにより、プロセッサ内の判定
実行ユニットによって実施されることができる。当業者は、この判定実行ユニットは、上
述の決定アルゴリズムを実施する際に、例えば、コンピュータのプロセッサ内に物理的に
または事実上存在することができることを理解するであろう。上記の分析は、本明細書に
記載の他のステップに適用されるものとする。
【００５６】
　本明細書に記載のすべての要素、部品およびステップが好ましくは含まれる。当業者に
は明白であるように、これらの要素、部品およびステップのいずれも、他の要素、部品お
よびステップによって置き換えられてもよく、または完全に削除されてもよいことが理解
されるものとする。
【００５７】
　コンセプト
【００５８】
　本明細書は少なくとも以下のコンセプトを開示する。
コンセプト１
　ネットワークに参加するための勧誘を提案するための、コンピュータ実行方法であって
、
　複数の個人に対応する情報にアクセスすることであって、該ネットワークの第１のユー
ザが該複数の個人に関係付けられている、アクセスすることと、
　該複数の個人のうちのいずれかが、該第１のユーザとの該ネットワークに参加するため
の勧誘に値するかどうかを判定することであって、該複数の個人に対応する情報に基づい
て判定することと、を含む、コンピュータで実行される方法。
コンセプト２
　該ネットワークの該第１のユーザに対応する情報を取得することをさらに含む、コンセ
プト１に記載のコンピュータで実行される方法。
コンセプト３
　複数の個人に対応する情報への該アクセスは、連絡先リストにアクセスすることをさら
に含む、コンセプト１に記載のコンピュータで実行される方法。
コンセプト４
　複数の個人に対応する情報への該アクセスは、グローバル連絡先リストにアクセスする
ことをさらに含む、コンセプト１に記載のコンピュータで実行される方法。
コンセプト５
　複数の個人に対応する情報への該アクセスは、該複数の個人に対応するアドレス可能情
報にアクセスすることをさらに含む、コンセプト１に記載のコンピュータで実行される方
法。
コンセプト６
　複数の個人に対応する該情報は、名前、電話番号、Ｅメールアドレス、およびＦａｃｅ
ｂｏｏｋ　ＩＤからなる群からさらに選択される、コンセプト１に記載のコンピュータで
実行される方法。
コンセプト７
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　該判定はさらに通話履歴に基づく、コンセプト１に記載のコンピュータで実行される方
法。
コンセプト８
　該判定はさらに通信パターンに基づく、コンセプト１に記載のコンピュータで実行され
る方法。
コンセプト９
　該判定はさらに通信尺度に基づく、コンセプト１に記載のコンピュータで実行される方
法。
コンセプト１０
　該通信尺度は、通話の持続時間、通話の時間、通話の回数、通話の場所、市外局番、お
よび通話のコストからなる群から選択される、コンセプト６に記載のコンピュータで実行
される方法。
コンセプト１１
　該ネットワークへの提案された勧誘を生成することをさらに含む、コンセプト１に記載
のコンピュータで実行される方法。
コンセプト１２
　提案された勧誘のリストを該第１のユーザに提示することをさらに含む、コンセプト１
に記載のコンピュータで実行される方法。
コンセプト１３
　提案された勧誘の該提示されたリスト内での個人の選択を許可することをさらに含む、
コンセプト１２に記載のコンピュータで実行される方法。
コンセプト１４
　提案された勧誘のリストを該第１のユーザに自動的に提示することをさらに含む、コン
セプト１に記載のコンピュータで実行される方法。
コンセプト１５
　該第１のユーザとの該ネットワークに参加するための該勧誘に値する、該複数の個人の
うちの該いずれかを自動的に勧誘することをさらに含む、コンセプト１に記載のコンピュ
ータで実行される方法。
コンセプト１６
　デバイスであって、
　複数の個人に対応する情報にアクセスするように構成された情報アクセス機構であって
、ネットワークの第１のユーザが該複数の個人に関係付けられている、情報アクセス機構
と、
　該複数の個人のうちのいずれかが、該ユーザとの該ネットワークに参加への勧誘に値す
るかどうかを判定するように構成された勧誘判定器であって、該判定は複数の個人に対応
する該情報に基づく、勧誘判定器と、
　を備える、デバイス。
コンセプト１７
　該情報アクセス機構は、該ネットワークの該第１のユーザに対応する情報にアクセスす
るようにさらに構成される、コンセプト１６に記載のデバイス。
コンセプト１８
　連絡先リストをさらに備える、
　コンセプト１６に記載のデバイス。
コンセプト１９
　該ネットワークへの提案された勧誘を生成するように構成される勧誘生成器をさらに備
える、
　コンセプト１６に記載のデバイス。
コンセプト２０
　提案された勧誘のリストを該第１のユーザに提示するように構成されるディスプレイを
さらに備える、
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　コンセプト１６に記載のデバイス。
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